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一般会計（予算額：４９５億２４２万円）
収入額（歳入）：４１０億９，８１５万円（予算額の８３．０％）
支出額（歳出）：３８３億３，３０８万円（予算額の７７．４％）
※出納閉鎖（５月末）には、歳入と歳出は予算額程度に
なる見込みです。
特別会計（予算額：２７８億１，５９３万円）
収入額（歳入）：１９８億１，４７７万円（予算額の７１．２％）
支出額（歳出）：２２８億７，００２万円（予算額の８２．２％）
市債
長期の借入金のことで、道路や学校などの建設、災

害復旧事業などに支出します。３月末の残高は、一般
会計が５８９億３，６１７万円、特別会計が２３３億４，８５７万
円で、合計８２２億８，４７４万円です。
※昨年度より１２億９，７４７万円減りました。

病院会計
収入額（歳　入）：３億７，１４４万円
支出額（歳　出）：５億６，１７０万円
差引額（純損失）：１億９，０２６万円
※病院の再編に伴い、除却費を計上したことによる特
別損失です。（現金の支出を伴うものではありません）
水道会計
収入額（歳　入）：２８億１，８４８万円
支出額（歳　出）：２６億６，６２１万円
差引額（純利益）：１億５，２２７万円

平成21年度予算の収入と支出はこうなっています

問い合わせ先
財政課（1０８４８^7６０２８5０８４８^4７１０１）

幸崎町能地の能地漁港内に、プレジャーボートの
係留・保管場所となるフィッシャリーナの整備を進
めています。１０月１日には、６６隻分の定期係留施
設（海上）と５隻分の一時係留施設が利用可能とな
ります。
平成２４年度末までには、残る５隻分の一時係留

施設に加え、９９隻分の陸上保管施設と場内の整備
が完了する予定です。
なお、利用開始に伴い、今月１３日から、定期係
留施設（海上）の利用者を募集します。利用可能と
なる施設の使用料は次の表のとおりです。

今月１日から、市役所本庁舎内に納税案内セン
ターを開設します。市税（固定資産税、都市計画
税、市県民税、軽自動車税、国民健康保険税）、
介護保険料、後期高齢者医療保険料を滞納してい
る人に電話での納付の呼びかけや文書の送付を行
います。

開設日時は、祝日を除く月・水・金曜日の９時～
１７時、火・木曜日の１３時～２０時です。
税などを滞納のままにしておくと延滞金が発生
します。夜間収納窓口（祝日を除く毎週木曜日１９
時まで）などを活用し、納期限内の納付をお願い
します。

定期係留施設（海上）の利用者の募集
受付期間 ７月１３日（火）～２６日（月）
※８時３０分～１７時１５分で、土・日曜日、祝日を除
く。
募集区画 艇長８ｍ未満＝１２隻（多数の場合は抽
選とし、市内在住の人を優先）
申し込み 申込書に必要事項を記入し、船舶検査
証書の写しと船舶検査手帳の写しを添えて農林
水産課（市役所本庁５階）へ
※申込書・募集要領は、５日（月）から農林水産課、
市ホームページで取得できます。

定期係留施設（海上）

一時係留施設　※事前の申し込みが必要です。
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▲一部施設の利用者を募集する、みはら能地フィッシャリーナ

問い合わせ先 税制収納課（1０８４８^7６０３５5０８４８^7６１３２）

艇　長
使用料（年額）

平成24年度末まで 平成25年度から
６ｍ未満 75,000円 150,000円
７ｍ未満

82,500円
165,000円

８ｍ未満 180,000円
10ｍ未満 200,000円

艇　長
使用料（日額）

平成24年度末まで 平成25年度から
８ｍ未満

1,000円
2,000円

10ｍ未満 3,000円
問い合わせ先 農林水産課（1０８４８^7６０７７5０８
４８^4４１０３）
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